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ま え が き 

 地域には、何らかのサポートを必要としている人が、自らの生活の糧を得るために、自ら

の特性を生かした仕事や作業をしながら、安全で安心して住み慣れた地域や自宅で暮らし

続けたいと願っています。 

障害がある人は、障害の種別によって異なりますが、契約内容を理解しないまま「はい」

と返事をする、断ることが苦手で契約書面に名前を記載するなどして、自らの労働で得たお

金を失うことがあります。また、契約内容を十分に理解せずに不要なものを購入したり、欲

しいものと必要なものとを区別することなく、同じものを繰返し購入することがあります。 

全国の消費生活センターに寄せられる高齢者、障害がある人の消費者被害の相談件数は、

増加しています。障害がある人の見守りは、障害者を雇用している企業、就労継続支援事業

所等の「さりげない見守り」が必要であるとともに、障害者本人への消費者教育が必要です。 

そこで、岡山県消費生活センターでは、配慮を要する消費者に向けた消費者教育教材を、

大学生の学びが実践の場として活用できるように、川崎医療福祉大学医療福祉マネジメン

ト学部とノートルダム清心女子大学人間生活学科の学生に協力を得て作成しました。また、

作成した教材が見守りネットワークにつながるように、「障害がある人の特性に配慮した消

費者教育教材開発等研究会」を設置し、学生が作成した教材の内容についてご意見を賜りま

した。 

この教材には、皆さんが安心して消費生活を送るための、配慮を要する消費者が地域で安

心して暮らすことができるヒントが詰まっています。この教材を通して、福祉部門と消費者

部門の連携がより一層深まり、障害がある人の消費者トラブル防止の一助となるようにご

利用ください。 

                    令和７年３月 

                  岡山県消費生活センター 
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ご利用にあたって 

 
本本教教材材のの目目的的  

 本教材は、福祉部門と消費者部門のより一層の連携による、障害がある人の消費者トラブ

ルの防止と救済を目的としたものです。 

 

 

教教材材概概要要  

 本教材の内容は、第１章は一般企業就労編で「自分の生活をまもろう」と題して、5つの

具体的事例を動画にしています。第２章は就労継続支援事業所編で、「ちょっと待って！そ

れ大丈夫？～あなたの味方になる動画集～」と題して、5つの具体的事例を動画にしていま

す。 

これら各事例の動画は、成功

した例と失敗した例をあげ、成

功と失敗の分かれ道のポイン

トをわかりやすく表示してい

ます。 

この冊子には、YouTubeに収

録されている動画で使用して

いる各スライドが記載されて

います。一緒に視聴したとき

に、気になる個所などがありま

したら、メモをするなどご活用

ください。 

                  出典：消費者庁『令和６年版消費者白書』 

 

 

教教材材のの使使いい方方  

  障害者を雇用する企業や就労継続支援事業所などにおいて、障害者向けの研修として

ご利用できるように、YouTubeは各章ごとのチャプターでアクセスできるようにしてお

ります。 

支援をされておられる方もご一緒に見ていただき、ご本人の様子などから気になる箇

所は、この冊子で確認するようにご利用ください。 
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１ 特 定 商 取 引 に 関 す る 法 律 
 

 

取引形態 内  容 

諸 規 定 

契約書面 

交付 

クーリン

グ・オフ 
中途解約 

訪問販売 
自宅などへの訪問販売、キャッチセールス、

アポイントメントセールス、催眠商法など

特定の方法で勧誘された契約 

● 
● 

（８日間） 
 

電話勧誘販売 事業者からの電話で勧誘を受けた契約 ● 
● 

（８日間） 
 

通信販売 
テレビ、雑誌、カタログ、ネットなどの広告

を見て、郵便、電話、ネット等で申込をする

契約 

××  

××   

※返品規定について 

広告に表示義務あり 

特定継続的 

役務提供 

①エステ・美容医療②語学教室③パソコン教室④家

庭教師⑤学習塾⑥結婚相手紹介サービスなどのサー

ビスを受ける契約 *２ヶ月を超える期間（①は１ヶ

月）、５万円を超える金額のものに適用 

● 
● 

（８日間） 
● 

連鎖販売取引 

加盟金を支払わせるなどの金銭的負担（特定負担）をさ

せ、他の人を販売組織に加入させると利益が得られるな

どと勧誘し、商品を買わせたり、サービスを受けさせる

契約（いわゆるマルチ商法） 

● 
● 

（20日間） 
● 

業務提供誘引

販売取引 

事業者が提供・あっせんする仕事をすれば

収入が得られると勧誘し、仕事に必要だか

らと商品を買わせたり、サービスを受けさ

せたりするなどの金銭的負担をさせる契約 

● 
● 

（20日間） 
 

訪問購入 
自宅などへの訪問により、事業者が消費者

から貴金属等物品を買い取る契約 
● 

● 

（８日間） 
 

●事業者は消費者に対し契約書面を交付する義務があります。（通信販売の一部を除く） 
 ※消費者の承諾を得た場合に限り、電磁的方法（メールなど）により契約書面を提供するこ
とが可能です。 
●事業者の不当な勧誘により、誤認して結んだ契約は取り消すことができます。 
●事業者が、一度購入を断られた商品を再度勧誘することは原則禁止されています。 
●消費者が日常の生活ではとうてい必要でない量の商品を訪問販売で購入させられた場合
は、契約を取り消すことができる場合があります（契約締結時から１年間）。 
●注文していない勝手に送り付けられた商品は、消費者は直ちに処分することができます。 
●事業者には、通信販売の最終確認画面に①分量、②販売価格や送料、③代金の支払時期、 
④商品の引渡時期、⑤申込みの撤回、解除に関する事項、⑥申込期間を表示する義務があり
ます。  

「特定商取引に関する法律」（特定商取引法）は、消費者が不当な損害を被りやすい７つの取引

類型を対象として、事業者による不公正な勧誘行為等を規制する法律です。クーリング・オフ制

度や契約の取消しなどの民事ルールを特別に定めて、取引の公正化及び消費者被害防止を確保す

るための法律です。 
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２ クーリング・オフ制度 

 訪問販売や電話勧誘販売のように不意打ちで勧誘される場合や、マルチ商法や内職商
法などの複雑な契約内容の場合は、冷静に判断することができないまま、また、契約内
容をよく理解できないまま契約してしまいがちです。 
このため、特定の取引方法による契約については、契約締結後も一定の条件のもとで
消費者が無条件で契約を解除できるククーーリリンンググ・・オオフフ制制度度が設けられています。 

 
●●クーリング・オフの通知は期間内に発信すればよく、期間内に相手に到着している必要は

ありません。 

●事業者がクーリング・オフについて嘘をいったり、クーリング・オフすることを妨害した

場合には、クーリング・オフ期間を過ぎていてもクーリング・オフすることができます。 

※クーリング・オフの起算日は法律で定められた書面を受け取った日を１日目と数えます。 

ククーーリリンンググ・・オオフフのの効効果果  
●契約が最初からなかったことになり、支払ったお金は返金され、解約料等を支払う必要もあり

ません。 

●事業者の負担で商品の引き取りや、工事箇所の原状回復をしてもらえます。 

●サービスの提供を受けていても、対価の支払義務はありません。 

●事業者は損害賠償や違約金の請求をすることはできません。 

販販売売会会社社ああてて  信信販販会会社社ああてて  

 

契約解除通知 
 
契約年月日 〇〇年〇月〇日 
商 品 名 ○○○○○ 
契約金額  〇〇〇〇〇円 

 
この契約を解除します。 
 
支払った代金○○○○○円を返金
し、商品を引き取って下さい。 
 
〇〇年〇月〇日 

 
 ○○市○○町○丁目○番○号 
              

氏名 ○○ ○○ 

 

契約解除通知 
 
契約年月日 〇〇年〇月〇日 
商 品 名 ○○○○○ 
契約金額  〇〇〇〇〇円 
販売会社 株式会社×××× 
   担当者 △△△△ 

 
この契約を解除します。 
 
〇〇年〇月〇日 

 
 ○○市○○町○丁目○番○号 
               

氏名 ○○ ○○ 

 

●●ククーーリリンンググ・・オオフフはは必必ずず文文書書でで行行いいままししょょうう。。ははががききやや電電磁磁的的記記録録（（メメーールル等等））ででででききまますす。。  

●●ククーーリリンンググ・・オオフフががででききるる期期間間内内にに発発信信ししまますす。。ククレレジジッットト契契約約ををししてていいるる場場合合はは、、信信販販会会社社にに

通通知知ししまますす。。ままたた、、念念ののたためめ販販売売会会社社ににもも通通知知ししままししょょうう。。  

●●ははががききのの両両面面ををココピピーーしし、、「「特特定定記記録録郵郵便便」」ままたたはは「「簡簡易易書書留留」」でで事事業業者者（（代代表表者者））宛宛にに送送付付しし、、

ココピピーーやや送送付付のの記記録録はは一一緒緒にに保保管管ししてておおききままししょょうう（（５５年年間間はは保保存存ししてておおくくこことと））。。  

●●送送信信ししたたメメーールルややウウェェブブササイイトト上上ののククーーリリンンググ・・オオフフ専専用用フフォォーームム等等ののススククリリーーンンシショョッットトをを保保

存存ししてておおききままししょょうう。。  
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３ 状況に応じた主な相談窓口 

〇消費生活について 

  消費者ホットライン   （局番なし）１８８ 

         最寄りの消費生活相談窓口につながります 

【県の消費生活相談窓口】 

 岡山県消費生活センター            ０８６－２２６－０９９９ 

   火曜日～日曜日（祝日・年末年始を除く） 9:00～16:30 

  〒７００－０８０７ 

  岡山市北区南方２丁目１３－１ 岡山県総合福祉・ボランティア・NPO会館５階 

 岡山県消費生活センター津山分室        ０８６８－２３－１２４７ 

   月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く） 9:00～12:00 13:00～16:30 

  〒７０８－８５０６ 

  津山市山下５３ 岡山県美作県民局相談室内 

〇日常生活自立支援事業   

  社会福祉法人 岡山県社会福祉協議会        ０８６－２２６－４１４５ 

  〒７００－０８０７ 

  岡山市北区南方２丁目１３－１ 岡山県総合福祉・ボランティア・NPO会館 

 （岡山市内在住の方）岡山市社会福祉協議会  ０８６－２２５－４０５１ 

社会福祉協議会 TEL 社会福祉協議会 TEL 

倉敷市 086－434-3364 浅口市 0865－44－7744 

津山市 0868－23－5130 和気町 0869－93－2002 

玉野市 0862－31－5601 早島町 086－482-3000 

笠岡市 0865－62－3507 里庄町 0865－64－7218 

井原市 0866－62－1484 矢掛町 0866－82－0848 

総社市 0866－92－8555 新庄村 0867－56－2001 

高梁市 0866－22－7243 鏡野町 0868－54－1243 

新見市 0867－72－7306 勝央町 0868－38－2160 

備前市 0869－64－3033 奈義町 0868－36－6363 

瀬戸内市 0869－22－2940 西粟倉村 0868－79－2561 

赤磐市 086－955-8777 久米南町 0867－28－2000 

真庭市 0867－42－1005 美咲町 0868－66－2940 

美作市 0868－75－2622 吉備中央町 0866－54－1818 

２ クーリング・オフ制度 

 訪問販売や電話勧誘販売のように不意打ちで勧誘される場合や、マルチ商法や内職商
法などの複雑な契約内容の場合は、冷静に判断することができないまま、また、契約内
容をよく理解できないまま契約してしまいがちです。 
このため、特定の取引方法による契約については、契約締結後も一定の条件のもとで
消費者が無条件で契約を解除できるククーーリリンンググ・・オオフフ制制度度が設けられています。 

 
●●クーリング・オフの通知は期間内に発信すればよく、期間内に相手に到着している必要は

ありません。 

●事業者がクーリング・オフについて嘘をいったり、クーリング・オフすることを妨害した

場合には、クーリング・オフ期間を過ぎていてもクーリング・オフすることができます。 

※クーリング・オフの起算日は法律で定められた書面を受け取った日を１日目と数えます。 

ククーーリリンンググ・・オオフフのの効効果果  
●契約が最初からなかったことになり、支払ったお金は返金され、解約料等を支払う必要もあり

ません。 

●事業者の負担で商品の引き取りや、工事箇所の原状回復をしてもらえます。 

●サービスの提供を受けていても、対価の支払義務はありません。 

●事業者は損害賠償や違約金の請求をすることはできません。 

販販売売会会社社ああてて  信信販販会会社社ああてて  

 

契約解除通知 
 
契約年月日 〇〇年〇月〇日 
商 品 名 ○○○○○ 
契約金額  〇〇〇〇〇円 

 
この契約を解除します。 
 
支払った代金○○○○○円を返金
し、商品を引き取って下さい。 
 
〇〇年〇月〇日 

 
 ○○市○○町○丁目○番○号 
              

氏名 ○○ ○○ 

 

契約解除通知 
 
契約年月日 〇〇年〇月〇日 
商 品 名 ○○○○○ 
契約金額  〇〇〇〇〇円 
販売会社 株式会社×××× 
   担当者 △△△△ 

 
この契約を解除します。 
 
〇〇年〇月〇日 

 
 ○○市○○町○丁目○番○号 
               

氏名 ○○ ○○ 

 

●●ククーーリリンンググ・・オオフフはは必必ずず文文書書でで行行いいままししょょうう。。ははががききやや電電磁磁的的記記録録（（メメーールル等等））ででででききまますす。。  

●●ククーーリリンンググ・・オオフフががででききるる期期間間内内にに発発信信ししまますす。。ククレレジジッットト契契約約ををししてていいるる場場合合はは、、信信販販会会社社にに

通通知知ししまますす。。ままたた、、念念ののたためめ販販売売会会社社ににもも通通知知ししままししょょうう。。  

●●ははががききのの両両面面ををココピピーーしし、、「「特特定定記記録録郵郵便便」」ままたたはは「「簡簡易易書書留留」」でで事事業業者者（（代代表表者者））宛宛にに送送付付しし、、

ココピピーーやや送送付付のの記記録録はは一一緒緒にに保保管管ししてておおききままししょょうう（（５５年年間間はは保保存存ししてておおくくこことと））。。  

●●送送信信ししたたメメーールルややウウェェブブササイイトト上上ののククーーリリンンググ・・オオフフ専専用用フフォォーームム等等ののススククリリーーンンシショョッットトをを保保

存存ししてておおききままししょょうう。。  
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